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●男女がそれぞれの能力と個性を十

分に発揮しながら、いきいきと働い

ています。 

●多様なライフスタイルに応じた働

き方の選択ができ、働きやすい環境

が整っています。

働く場では 

…

●それぞれの個性や考えが尊重

された教育がおこなわれてい

ます。 

●進学や就職において、性別にか

かわりなく、それぞれの意思や

能力が尊重された選択ができ

ています。

学校では 

…

●男性も女性もボランティア活動や

地域活動に主体的に関わり、協力し

ながら住みよいまちづくりを進め

ています。 

●町内会の役員など、男女に偏りがな

くお互いの意見を尊重して活動し

ています。

地域では 

…

●固定的な性別役割分担の意識をな

くし、家事や育児、介護など、家族

みんなで分担し、協力しています。 

●男女が性別にかかわりなく自立し、

お互いを尊重しながらこころ豊か

にくらしています。

家庭では 

…

ジェンダー平等に基づく 

互いの人権の尊重と 

持続可能な社会の実現

岬町がめざす男女共同参画社会とは？ 

岬町では、男女が互いにその人権を尊重するとともに、性別にかかわりなく、一人

ひとりがそれぞれの個性と能力を発揮して、あらゆる分野に参画し、性別、年齢、国

籍、障がいの有無にかかわらず、心豊かに暮らしています。 
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計画の概要 

 

１　計画策定の背景と趣旨 

本町においては、男女共同参画社会基本法の制定を受け、平成15（2003）年に「岬町男女共同

参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現のためには、なお一層の努力が必要とされてい

ることから、岬町男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）を平成25（2013）年４月１日か

ら施行しました。条例第10条では、「町長は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、岬町

男女共同参画プランを定めなければならない。」と定めており、計画に基づいた様々な取組を行

うこととし、「第２次岬町男女共同参画プラン」（以下「前計画」

という。）を策定しました。 

前計画の計画期間の満了にあたり、これまでの取組を継承しつ

つ、社会情勢の変化等による新たな課題に対応するため、「第３次

岬町男女共同参画プラン」（以下「本計画」という。）を策定しま

した。 

 
 

２　計画の期間 

本計画の期間は令和５（2023）年度から令和14（2032）年度までの10年間とします。ただし、

社会情勢の変化や計画の進捗状況等に応じて見直しが必要な場合は、柔軟に対応します。 

 
 

基本的施策 

 

施策１　多様性及びジェンダー平等の浸透 

１　固定的な性別役割分担意識の解消 

２　性的マイノリティについての理解促進 

３　多様性やジェンダー平等に関する情報の収集・分析と 

提供 

４　町職員の男女共同参画意識の向上 

５　相談の充実 

 

施策２　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

 

６　あらゆる分野における政策・方針決定過程への男女共同参画 

７　女性の人材育成  

女性活躍推進計画 
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施策３　だれもが共に能力を発揮できる就業環境づくり 

 

８　働く場における男女平等の促進 

９　女性や若者等の就業支援 

 

施策４　ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

10　仕事とその他の生活の調和の実現のための職場環境の整備 

11　仕事とその他の生活の調和の実現のための社会的支援の充実 

12　家庭における男女共同参画の促進 

 

施策５　多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

13　保育所・幼稚園・学校等における男女平等保育・教育の推進 

14　多様なニーズに対応した楽しい生涯学習の推進 

15　男性にとっての男女共同参画の推進 

 

施策６　持続可能な地域づくりに向けた男女共同参画の推進 

16　女性リーダー育成の支援と女性のエンパワメント支援 

17　あらゆる世代が男女共同参画で取り組む地域づくりの推進 

18　防災やその他の分野における男女共同参画の推進 

 

施策７　パートナー間のあらゆる暴力の根絶 

 

19　暴力を許さない機運の醸成 

20　セクシュアル・ハラスメント等の 

女性に対する暴力防止と被害者支援の強化 

21　ＤＶに対する取組の充実 

 

施策８　生涯を通じた男女の健康づくり支援 

22　生涯を通じた男女の健康づくり支援 
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